
生駒市規則第２６号 

 生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和７年９月３０日 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則 

 （生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第１条 生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年３月生駒市規則

第４号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第３０条・第３１条」を「第３０条―第３２条」に改める。 

  第１８条の２第２項中「、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続

した」を削る。 

  第１８条の３第２項中「介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、

又は終業の時刻まで連続した２時間（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

」を「労基法」に、「部分休業の承認」を「同条第２項第１項に掲げる範囲内

で請求する部分休業又は子育て部分休暇の承認」に改め、「ある日」の次に「

の介護時間」を加え、「、当該」を「、１日につき」に、「時間）」を「時間

」に改める。 

  第１８条の４第２項中「子育て部分休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連

続し、又は終業の時刻まで連続した２時間（労働基準法」を「労基法」に改

め、「第１項の規定による」の次に「同条第２項第１号に掲げる範囲内で請求

する」を、「ある日」の次に「の子育て部分休暇」を加え、「、当該」を「、

１日につき」に、「時間）」を「時間」に改める。 

  第３１条の次に次の１条を加える。 



  （条例第１９条第２項の規則で定める期間） 

 第３２条 条例第１９条第２項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職

員の子が１歳１１か月に達する日の翌々日から２歳１１か月に達する日の翌

日までの１年間とする。 

  別表第２の４の項及び１７の項中「年」を「年度」に改める。 

 （生駒市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第２条 生駒市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年３

月生駒市規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２１条」を「第２２条」に改める。 

  第１５条第２項中「、始業の日から連続し、又は終業の時刻まで連続した」

を削る。 

  第１７条第２項中「介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は

終業の時刻まで連続した２時間（」を削り、「による」の次に「同条第２項第

１号に掲げる範囲内で請求する」を、「ある日」の次に「の介護時間」を加

え、「、当該」を「、１日につき」に、「時間）」を「時間」に改める。 

  別表第１の１０の項中「年の」を「年度の」に改める。 

  別表第２の６の項中「又は疾病」を「若しくは疾病（予防接種又は予防接種

による著しい発熱等の場合を含む｡)又は通勤（生駒市議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４７年１０月生駒市条例第２３号

）第２条の２第１項及び第２項に規定する通勤をいう｡)による負傷若しくは疾

病」に改める。 

 （生駒市職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

第３条 生駒市職員の育児休業等に関する規則（平成４年４月生駒市規則第８号

）の一部を次のように改正する。 

  第１５条に次のただし書を加える。 



   ただし、第１号及び第３号に掲げる場合において、失効し、又は取り消さ

れる育児短時間勤務の１週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日（

当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末

日）が、引き続いて承認される育児短時間勤務の１週間当たりの勤務時間及

び期間の末日と同一である場合であって、文書の交付によらないことを適当

と認めるときは、文書の交付に代わる適当な方法をもって当該書面の交付に

代えることができる。 

  第１６条の２中「非常勤職員であって、１日につき定められた勤務時間が６

時間１５分以上である勤務日がある」を削る。 

  第１７条の見出し中「承認」の次に「の請求、第２項申出及び第３変更の手

続」を加え、同条第１項中「請求」の次に「、法第１９条第２項の規定による

申出（以下「第２項申出」という｡)及び同条第３項の規定による変更（以下「

第３項変更」という｡)」を加え、同条に次の１項を加える。 

 ３ 任命権者は、第２項申出時に予測することができなかった事実が生じたこ

とにより第３項変更をしなければ条例第２０条の５に規定する子の養育に著

しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第３項

変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。 

  様式第５号を次のように改める。 



 （給料等の支給に関する規則の一部改正） 

第４条 給料等の支給に関する規則（昭和３２年７月生駒市規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

  第４条の１１第２項中「同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、職

員の定年等に関する条例（昭和５９年４月生駒市条例第５号）第２条の規定に

よる退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、

勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他

市長の定める事由が」を「次の各号のいずれかに掲げる事由（前条第１項各号

に掲げる事由に該当する事由に限る｡)が前項第１号に定める期間に係る最後の

月の前月以前に」に、「が同号に定める期間」を「が当該期間」に改め、同項

に次の各号を加える。 

  (1) 職員の定年等に関する条例（昭和５９年４月生駒市条例第５号）第２

条の規定による退職その他の離職をすること。 

  (2) 専従許可を受け、育児休業法第２条の規定により育児休業をし、育児

休業法第１９条第１項に規定する部分休業（１日の勤務時間の全部につい

て勤務しないこととなる場合のものに限る｡)をし、 大学院修学休業を

し、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、派遣条例第２条第１項の

規定により派遣され、公益的法人等派遣条例第２条第１項の規定により派

遣され、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなる

こと。 

  (3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い通勤経路又

は通勤方法に変更があること。 

  (4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があるこ

と。 

  (5) その他市長の定める事由が生ずること。 



様式第5号(第17条関係) 

部分休業承認請求書 

請求年月日    年    月   日   

 

 （任 命 権 者） 殿 

請求者 所 属           

職・氏名           

 

 次のとおり部分休業の承認を請求します。 

1 請求に係

る子 

氏 名  

続 柄 等  

生年月日 年    月   日 

2 当初請求 
請求内容 

及び期間 

□ ①1日につき2時間を超えない範囲内(第1号部分休業) 

□ ②1年につき規則で定める時間(10日相当）を 

   超えない範囲内(第2号部分休業) 

年  月  日から 

年  月  日まで 

□ 毎日 

□ その他(  ) 

3 変更請求 

承認済内容 

及び期間 

□ ①1日につき2時間を超えない範囲内(第1号部分休業) 

□ ②1年につき規則で定める時間(10日相当）を 

   超えない範囲内(第2号部分休業) 

年  月  日から 

年  月  日まで 

□ 毎日 

□ その他(  ) 

変更内容 

及び期間 

□ ①1日につき2時間を超えない範囲内(第1号部分休業) 

□ ②1年につき規則で定める時間(10日相当）を 

   超えない範囲内(第2号部分休業) 

年  月  日から 

年  月  日まで 

□ 毎日 

□ その他(  ) 

4 備 考 

(変更の場合、第2号部分休業の残時間数があれば記載してください) 

 

 

 

注 

 (1) この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明す

る書類(医師又は助産師が発行する出生(産)証明書、母子健康手帳の出生届出済証明

書、官公署が発行する出生届受理証明書又は養子縁組届受理証明書、事件が係属して

いる家庭裁判所等が発行する事件係属証明書、児童相談所長が発行する委託措置決定

通知書又は証明書等)を添付すること(写しでも可)。 

 (2) 該当する□には、レ印を記入すること。 



   附 則 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 


